
　市民の皆さんから出される「容器・包装用プラスチック類（黄色の指定袋）」は、えこぱーくで中間処理され
た後、容器包装リサイクル法という法律に基づいて、リサイクルしています。

×　小さなビニールなどが一旦レジ袋にまとめら
れてから、黄色の指定袋に入っています。
☆　レジ袋にまとめると、不純物が混入していな
いか確認する際、一つ一つ人の手で裂いて中身を
確認するという非効率な作業となり、レジ袋の中
の異物を見落としてしまう可能性がありますの
で、レジ袋などにまとめてごみを入れないでくだ
さい。

「えこぱーく」からのお願いです
　～容器・包装用プラスチック類（黄色の指定袋）の出し方に注意してください～

機械で黄色の指定
袋を破り、人の目
で異物を確認し取
り除きます。
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×　食品が入ったままの状態のものや、食品が入っていた容器等に食べかすなどの汚れが付着しているものが多
く入っています。また、弁当などの容器の中に割りばしが入っている事例も多く発生しています。
☆　容器・包装用プラスチック類の中に、食品や食べかすなどが混入すると、リサイクルする際の品質が低下し
ますので、きれいな状態で出してください。
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問合せ　環境事業課 0833(72)1400

周南東部環境施設組合リサイクルセンター

×　ライターや乾電池、歯ブラシなど小さな異物が混入しています。
☆　小さいため確認が難しく、見落としてしまう可能性がありますので、絶対に黄色の指定袋に入れないでくだ
さい。


